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平成26年9月16日に委員会を開催し、次のとおり議決したので議事録を添えて報告する。 

 

記 

 

案         件 審査結果 少数意見 

議案第64号  備前市小児医療費給付条例等の一部を改正する条例の

制定について 
原案可決 なし 

議案第65号   備前市立公民館設置条例の一部を改正する条例の制定

について 
原案可決 なし 

議案第66号   備前市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について 
原案可決 なし 

議案第67号   備前市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の制定について 
原案可決 なし 

議案第68号   備前市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の制定について 
原案可決 なし 

議案第70号   平成26年度備前市国民健康保険事業特別会計補正予算

(第1号) 
原案可決 なし 

議案第73号   平成26年度備前市介護保険事業特別会計補正予算(第1

号) 
原案可決 なし 

議案第79号   平成26年度備前市国民健康保険病院事業会計補正予算

(第1号) 
原案可決 なし 

議案第81号   平成25年度備前市国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 
認定 なし 

議案第89号   平成25年度備前市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 
認定 なし 

議案第90号   平成25年度備前市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 
認定 なし 

議案第95号   平成25年度備前市墓園事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 
認定 なし 

議案第97号   平成25年度備前市国民健康保険病院事業会計決算の認

定について 
認定 なし 

請願第1号    ウィルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関す

る請願 
採択 なし 

 

＜委員会発議案＞ 

 ウィルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書の提出について 



 

＜所管事務調査＞ 

 教育用タブレット端末の導入について 

 学校地域支援本部事業について 

 学校の空調設備工事について 

 小児医療費について 

 資源物回収ステーションについて 

 縁結び事業について 

 

 

＜報告事項＞ 

 国の制度変更に伴う幼稚園就園奨励費補助の減免拡充について（学校教育課） 

 平成25年度小中学校の不登校の状況について（学校教育課） 

 平成26年度全国学力・学習状況調査結果の概要について（学校教育課） 

 学校耐震工事について（教育総務課） 

 教育用タブレット端末の導入について（教育総務課） 

 架橋完成記念イベント備前♡日生大橋マラソンについて（生涯学習課） 

 平成27年成人式について（生涯学習課） 

 臨時福祉給付金・子育て世帯特例給付金の状況について（社会福祉課） 

 損害賠償請求事件のその後の状況について（介護福祉課） 
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厚 生 文 教 委 員 会 記 録 

 

招 集 日 時 平成26年9月16日（火） 午前9時30分 

開議・閉議 午前9時28分 開会  ～ 午後1時35分  閉会 

場所・形態 委員会室A・B 会期中(第3回定例会) の開催 

出 席 委 員 委員長 鵜川晃匠 副委員長 星野和也 

 委員 橋本逸夫  津島 誠 

  守井秀龍  立川 茂 

  石原和人  森本洋子 

欠 席 委 員 なし    

遅 参 委 員 なし    

早 退 委 員 なし    

列 席 者 等 議長 田口健作   

傍 聴 者 議員 掛谷 繁 西上徳一 山本 成 

 報道 なし   

 一般 なし   

説 明 員 市民生活部長 有吉隆之 市民窓口課長 野道徹也 

 税務課長 高山豊彰 収納推進課長 岡正千丈 

 市民協働課長 眞野なぎさ 環境課長 藤原弘章 

 保健福祉部長 金光 亨 
福祉事務所長 
兼臨時給付金対策課長 

横山雅一 

 介護福祉課長 高見元子 社会福祉課長 柴垣桂介 

 
こども課長 
兼幼保一体型施設建設推進課長 

今脇誠司 保健課主幹 草加浩一 

 病院総括事務長 森脇 博 日生病院事務長 下林博樹 

 吉永病院事務長 万波文雄   

 日生総合支所長 星尾靖行 吉永総合支所長 森本和成 

 教育長 小林淸子 教育次長 末長章彦 

 学校教育課長 小郷康弘 生涯学習課長 田原義大 

 公民館活動課長 山台智子   

審 査 記 録 次のとおり    
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              午前９時２８分 開会 

○鵜川委員長 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席は８名です。定足数に達しておりますので、これより厚生文教委員会を開会い

たします。 

 本日の次第について申し上げます。 

 レジュメにございますとおり、これより教育委員会関係の審査、所管事務調査を終えた後、委

員会を休憩して予算決算審査委員会の厚生文教分科会を開催します。 

 分科会におきましても議案第６９号平成２６年度備前市一般会計補正予算（第２号）のうち、

教育委員会関係の審査から行い、説明員を入れかえて市民生活部、保健福祉部、病院関係の審査

を行います。 

 議案第６９号の審査が終わりましたら分科会を閉会し、厚生文教委員会を再開して、市民生活

部、保健福祉部、病院関係の審査を行いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これより当委員会に付託されました案件の審査を行います。 

************************* 議案第65号の審査 ************************** 

 まず、議案第６５号備前市立公民館設置条例の一部を改正する条例の制定についての審査を行

います。 

 議案書の７、８ページをお開きください。 

 この議案につきましては、全体で質疑をお受けいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、議案第６５号についての質疑を終結してよろしいか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第６５号についての質疑を終結いたします。 

 これより議案第６５号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第６５号は原案のとおり可決されました。 

 以上で議案第６５号の審査を終了いたします。 

 以上で当委員会に付託された議案のうち、教育委員会関係の審査を終了いたします。 

************************* 報告事項（教育委員会関係） ************************** 

 次に、報告事項に入ります。 

 順次御報告を願います。 

○小郷学校教育課長 学校教育課から３点御報告を申し上げます。 

 まず、国の制度変更に伴う幼稚園就園奨励費補助の減免拡充についてでございます。 

 お手元の資料の１、概要をごらんください。 

 備前市におきましては、幼稚園保育料の減免制度が従来もございます。２５年度までは非課税
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世帯等、一部の家庭が対象でしたが、国の補助制度の変更によりまして対象が拡大をされており

ます。また、保育料の減免額の拡大も図られたということでございます。 

 それでは、具体的に説明を申し上げますと、２番、まず対象となる世帯でございます。従来は

下記の世帯のみ、２点を書いてございます。この一部の世帯のみが対象でございましたが、改正

に伴いまして小学校１年生から３年生の兄または姉がいる世帯及び兄または姉が幼稚園に同時就

園している世帯も対象になりました。 

 その結果、３番、制度変更により新たに対象になる園児の負担金額でございますけれども、小

学校１から３年生に兄や姉がいる、例えば小学校２年生に長男がいて、５歳児に次男、それから

３歳児に例えば三男がいると仮定をいたしますと、幼稚園の次男、５歳児に従来は５万５，００

０円の年額保育料がかかっておりましたが、本年度から１万５，０００円、４万円の減額になる

ようになりました。それから、三男に従来は５万５，０００円の保育料を頂戴しておりました

が、０円というようになります。それから、小学校１年生から３年生に兄や姉がいない場合、例

えば５歳児に長女が、年子で４歳児に次女が就園している場合、長女の場合は従来どおりの５万

５，０００円でございます。二人目の次女につきましては５万５，０００円が１万５，０００円

で４万円の減額になる、または３歳児保育で３歳児に三女がいると仮定したならば、５万５，０

００円が全額免除になるということになります。 

 結果として、保育料が減額になりますので、このたびの補正予算におきまして歳入の減額分の

補正案を提出しているところでございます。 

 今後につきましては、１０月に幼稚園全ての保護者に文書を配布するとともに幼稚園において

この制度について説明を行い、４月にさかのぼって減額調整をする予定としております。 

 なお、これは保育料でございまして、教材費でございますとか給食費は含まれておりません。

これは従来どおり頂戴することになります。 

 以上が１点目でございます。 

 それから２点目、平成２５年度小・中学校の不登校の状況について御報告を申し上げます。 

 お手元の資料をごらんください。 

 岡山県の不登校の状況につきましては、既に８月に報道をされております。 

 それでは１番、不登校者数及び出現率をごらんください。 

 小学校では、２５年度に６人の不登校児童が報告をされております。出現率で見てみますと、

全国が０．３６、岡山県が０．４３に対して備前市は０．３７でございました。県と市を比較い

たしますと、わずかではございますが県を０．０６ポイント下回っているということでございま

す。 

 なお、参考までに２２年度からの推移を表で示しておりますが、小学校においては各年度とも

県の出現率よりは低い傾向でいっているということです。 

 続いて、中学校でございます。２５年度は２４人の不登校生徒数が報告されております。出現

率は、全国が２．６９、岡山県が２．４８に対しまして、備前市は２．４２、県と市を比較いた
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しますと０．０６ポイント下回った状況でございました。 

 中学校におきましては、２２年からの過去の推移もございますが、県の出現率を上回る状況が

続いておりましたけれども、２５年度におきましては県の出現率を下回ったという状況で、好ま

しい傾向が出てきております。 

 続きまして２番、不登校になったきっかけでございますが、小学校では特に際立ったところは

ございませんが、中学校におきましては不安など情緒的混乱のタイプが割合とすれば多いという

報告を受けております。 

 続きまして３番、不登校児童・生徒への指導結果でございますが、学校におきましては定期的

な家庭訪問等により担任を中心に支援を継続しております。指導の結果、登校できるようになっ

た、つまり完全に学校復帰できたという人数につきましては小学校で１人、中学校で１０名であ

り、割合は小学校１６．７％、中学校４１．７％という状況でございました。 

 しかしながら、完全な復帰には至らなかったけれども、例えば以前は家庭訪問をしても会えな

かった子供に会えるようになった、または部分的ではあるが週に１回とか登校できるようになっ

た、そういう好ましい状況が見られるようになった児童・生徒については小学校が５人中３人、

中学校で１４人中１１人という状況でございました。 

 学校におきましては、３日連続欠席した場合は必ず家庭訪問するということで、もう早期に対

応をするように今備前市の各校で取り組んでいるところでございます。この取り組みを続けます

とともに、また同時に人数の多寡だけでなくて、例えばこれは長期化の子供もいるということか

ら、声の支援を継続することが重要であると考えております。 

 以上が不登校の状況についての報告でございます。 

 続きまして３点目、平成２６年度全国学力・学習状況調査についてでございます。 

 お手元の資料、３ページから６ページまでをごらんください。 

 この件につきましては、既に新聞やテレビで報道されており、９月１０日にはＯＨＫにおきま

して伊里中学校の取り組みも報道されたところでございます。 

 １ページから順次、要点のみを報告いたします。 

 この調査は４月２２日に実施され、備前市では小学校６年生２８２人、中学校３年生２８８人

が受験をいたしました。児童・生徒は国語と算数、または数学の２教科について、それぞれ知識

と活用の合計４種類のテストを受けています。１番にあります一番左の平均は４種類の平均正答

率を合計して４で割ったものでございます。 

 小学校におきましては、平均が備前市６４．９であり、県と比較いたしますと０．２ポイン

ト、それから全国と比較いたしますと１．３ポイント低い状況でございました。しかしながら、

小学校におきましては国語の活用と知識は県の平均を上回っております。また、算数の知識につ

いては国の平均正答率を上回る結果でございました。 

 続きまして、中学校でございますけれども、備前市は平均で６６．８、岡山県の平均より４．

９ポイント、全国の平均より２．４ポイント高い結果でございました。中学校ではそれぞれ４つ
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の項目全てにおきまして、全国の平均正答率を上回っておりました。 

 ２ページをごらんください。 

 正答数分布を掲載しております。小学校では上位層の割合が少なく、中位層の割合が多い傾向

にあると思います。また、中学校におきましては全ての検査で中位層の割合が多く、下位層の割

合が少ない傾向が見られます。しかし、全体的に見ますと小・中学校とも分布そのものは国や県

の分布と似た状況であるというように考えられます。 

 ３ページに家庭状況調査の主な項目のみを掲載をしております。 

 （１）は家庭学習の状況です。家庭学習については、青色と赤色と緑色を足したもの、１時間

以上学習する割合でございますが、小学校では備前市は県とほぼ同様の傾向です。中学校では県

より割合は高いですが、国とほぼ同様の状況となっております。ただ、中学校におきまして２時

間以上、左からいきますと青と赤を足したものでございますが、全国よりも下回っている状況

が、ちょっと顕著であると思っております。 

 続きまして、（２）娯楽に関する状況でございます。テレビやビデオ等の視聴時間でございま

すけれども、青と赤と緑を足したもの、２時間以上見る割合です。緑の右端を見ていただければ

わかりやすいと思います。これで見てみますと小学校では国、県よりやや視聴時間が長い傾向が

見られます。中学校では国よりはやや多いけれども県とほぼ同様の状況となっております。続い

て、テレビゲームの時間でございますけれども、２時間以上ゲームをする割合、青、赤、緑の合

計でございます。これで見ますと小学校では県より若干多い状況にあります。紫色の１時間以上

で見てみますと、その差が顕著に見られます。中学校におきましては、２時間以上、緑まででご

ざいます。国とはほぼ同様、県よりは若干少ない状況になっております。 

 現在、学校教育課におきまして、よくできていた問題や課題の見られた問題、家庭状況のほか

の項目などを加えた資料を作成し、完成次第、９月中にホームページで公表をしようと準備を進

めております。 

 最後に、６ページでございます。これは岡山県教育委員会が報道提供いたしました市町村別結

果の資料でございます。これはホームページで閲覧することができます。 

 この調査につきましては、これまでの取り組みの検証とともに子供の苦手な分野を把握し、課

題の改善に生かすことが目的でありますことから、今後各学校におきまして、この調査結果を活

用し、授業や補充学習に生かしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○鵜川委員長 ほかに報告事項ございませんか。 

○末長教育次長 それでは、教育総務課の関係について報告させていただきます。 

 １点目、学校の耐震工事につきましての進捗状況でございます。 

 まず、香登小学校の耐震補強工事でありますが、工期は１０月１５日ということになっており

ます。今現在、内部改修はほぼ完了しまして、ブレース工事と２階便所改修が施工途中でござい

ます。外壁塗装はほぼ完了しているという状態、今後屋上防水改修工事に着手いたしまして、キ
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ュービクル新設のための配管基礎工事に着手する予定となっております。工程進捗につきまして

は予定どおりというところでございます。 

 続きまして、伊部小学校の耐震補強工事でございますが、工期は１２月１５日までとなってお

ります。内部の改修工事は、ブレース工事を除きましてほぼ完了しております。外壁塗装改修の

約半分が完了し、屋上防水改修工事を施工中でございます。引き続きブレース工事を続けてい

き、関連の改修工事のほうも行ってまいります。屋上の防水工事が完了後に高架水槽、それから

キュービクルの設置工事に着手する予定となっております。これも進捗の状況でいえば工程どお

りとなっております。 

 続きまして、日生西小学校の校舎耐震補強工事でありますが、これも工期は１２月１５日まで

となっております。まず、北校舎の内部改修工事は耐震補強等が完了し、３階の一部教室を除き

ほぼ完了しているという状態で、外壁塗装も完了しております。東校舎につきましては仮設工事

程度が完了しているということです。今後ですが、北校舎については３階の教室について、今の

工事を引き続き行い、完了を目指します。また、２学期から着手予定だった東校舎に取りかかる

こととなっております。工事エリアとして児童、先生の進入を禁止し、耐震ブレースや改修工事

を全面的に行う予定としております。今の進捗でございますが、工期が１０日程度早く進んでい

るという報告を受けております。 

 日生東小学校でございますが、ここは体育館並びに校舎の耐震化工事でございます。２７年２

月２８日までの工期となっております。まず、体育館の耐震改築につきましては、今の状態は既

存体育館の解体が完了いたしまして、新築体育館のくい工事が済みました。今後、基礎地中ばり

の掘削を行いまして、配筋、型枠工事のほうに移ってまいります。校舎のほうでございますが、

校舎の耐震補強につきましては補強部材の取りつけ及び内装改修工事が完了いたしました。今

後、外壁クラックの補修及び塗装工事を行う予定となっております。 

 続きまして、日生中学校の校舎耐震改築工事でございますが、これも工期のほうは２７年２月

２８日までとなっております。既存校舎の解体が完了いたしまして、新築校舎の基礎及び地中ば

りコンクリート打設が完了した状態であります。今後、１階の柱、はり、２階スラブの配筋及び

型枠組み立て後、コンクリート打設を行う予定となっております。 

 日生東小学校また日生中学校につきましても進捗は予定どおりと聞いております。 

 続きましてあと一点、タブレットの導入に関しまして説明させていただきます。 

 タブレットの導入につきましては、前委員会におきましてＯＳをウィンドウズに決めたと申し

上げましたが、若干の変更がございますので、まずお断りさせていただきます。 

 ウィンドウズ一本に決めるのは拙速というふうに専門家の意見をいただきました。ｉＯＳも非

常にすぐれたＯＳだということで、一般質問におきましてもプロポーザルということで御答弁を

させていただいておりますが、業者のほうにはｉＯＳも入れたもので考えてみてくださいという

ことで仕様を提供しまして、どのような企画を出していただけるかお待ちして、先週末が企画提

案の締め切りとなっております。本日、提案のあったもののプレゼンを受けるということにして
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おります。今後、それから決定するかどうかを考えていこうという状況に入っております。 

 以上であります。 

○鵜川委員長 ほかに。 

○田原生涯学習課長 生涯学習課より２点御報告申し上げます。 

 １点目は、架橋完成記念イベント、合併１０周年記念の備前♡日生大橋マラソン、それと２点

目については平成２７年成人式について準備状況を報告させていただきます。 

 まず、備前♡日生大橋マラソンについてでございますが、来年４月１１日土曜日に実施予定で

準備を進めております。 

 先般、８月１９日、第１回の実行委員会を開催いたしまして、大会概要の説明をいたしまし

た。実行委員会のメンバーは、陸上競技協会、体育協会、スポーツ推進委員、商工会、商工会議

所、観光協会、日生中学校、地元の諸島を初めとする自治会長、あとは地元の婦人会長等で構成

しております。 

 マラソンについては、３キロと１０キロをコースとして設定しております。３キロでは小・中

学生の部や車椅子とペアマラソンもあわせて実施する予定です。 

 日生病院前の野積み場付近を出発いたしまして、３キロコースにつきましては鹿久居島で折り

返し、１０キロコースにつきましては頭島で折り返しをいたします。 

 今後、募集要項、プログラム、ボランティア、警備、おもてなし施策等を検討していくことと

しております。なお、大会要項のチラシや要項の表紙などについては、中学校の生徒の描いた絵

を使用することといたしております。 

 次に２点目、平成２７年の成人式についてでございます。 

 平成２７年の成人式は、平成２７年１月１１日日曜日午前１０時から開催することといたして

おります。対象成人は約３６２人、１１月末の住民票で案内をいたします。また、住民票のない

方も参加は可としております。昨年の出席率は、７７．４％でした。 

 ８月から実行委員を募集しておりましたが、このたび１６人の応募がありました。５中学校か

ら、それぞれ三、四人程度の応募をいただいております。９月１７日に第１回の実行委員会を開

催いたしまして、以降、成人式までに５回程度開催して、内容等を決定していくこととしており

ます。 

 以上で報告を終わります。 

○鵜川委員長 ほかに報告事項はございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、ここまでの報告事項全体で質疑があればお受けします。 

○橋本委員 全国学力・学習状況調査結果の概要についてですが、まず、全般的には中学生の部

が県下でトップということで、大変すばらしい成績であったと素直にめでたいということでお喜

びを申し上げます。 

 これで市長が県下の５位以内を目指すという……。 
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〔「４位じゃろう」と呼ぶ者あり〕 

 ４位というのが、どうもようわからんのです。それ最初にちょっと聞いてみます。事前の情報

では、県下で４位と聞いていたんですけど、新聞報道を見ると備前市の中学生は県下でトップな

んです。１位なんですけど。 

○小郷学校教育課長 実は、我々も４位というのがどこからの情報なのかわかりません。我々

は、少なくとも新聞報道または県教委の明らかになったものの中でしか見えませんので。 

○橋本委員 そういうことで、市長が県下５位以内を目指すんだという、中学生が早くも達成さ

れたということで、ちょっと拍子抜けの感があるんですが、この要因について教育委員会はどの

ように捉えておられるのか、といいますのが、一部新聞報道等によりますといろいろな施策が功

を奏したと、その施策の中でまなび塾もあったし、いろんな施策があるんだろうと思いますが、

私が教育関係者から聞き及ぶ範囲におきますと、今のこの学年、中学校の３年生です、大変小学

校時代から成績がよかったというふうにお聞きをいたしております。それで、どういったことが

特別な原因かというと、授業が物すごく落ちついているというんですか、本当に先生方が授業妨

害される方もおられずに順調に授業をやっておる、それが一番効果があったんじゃないかという

分析をされる方がおられます。教育委員会は、それをどのように捉えておられるのでしょうか。 

○小郷学校教育課長 我々も当然複数紙を見ております。我々は同じことをお伝えしたんです

が、新聞では、ある一面を切り取って報道されますので、正直我々も記事を見てあれっと思った

ところがありました。 

 県教委からの報道提供資料、もうそれが根本だろうと、まずは先生方と、おっしゃるとおり今

備前市の中学校が大変落ちついた状況にあると。これはやはり先生方と子供とがしっかりと共同

作業ができたといいますか、先生方が子供としっかりかかわった中で信頼関係をつくって、そし

て落ちついた学習環境整備ができたというふうに考えております。 

 それを基盤といたしまして、先生方のよりよい授業を創造していこうとする努力と、また生徒

も、もっと自分がわかるようになりたいという思いとか努力、この双方がうまくかみ合った結果

であるというふうに我々は考えております。その学校を支える取り組みとして、例えば補充学習

でありますとか、まなび塾でありますとか、そういうものもだんだんと機能をしていっているん

だろうなと、そういうふうに思っております。 

○橋本委員 ある教育関係者の方が言われるには、今の中学校の３年生に特化して、この学年は

小学校のときからもよかったんだと、だからたまたまことしは県下でトップに躍り出たけれど

も、来年、あるいは再来年もこれが続くというようなことはちょっと考えにくいよというような

ことを言われる方もおられるんです。私はよくわかりませんが、今の中学校の３年生が小学校の

６年生のときの全国学力テストの正答率は、全国平均よりもかなり上回っとったんでしょうか。 

○小郷学校教育課長 今の中学校３年生の全国学力は悉皆ではなくって抽出調査であったため、

これはわかりません。しかし、一つの指標として岡山県の中１の学力検査を受けております。 

 これはもう中１の４月ですので、まさに中学校に入学したての段階で受けた調査です。御指摘
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のように学年によって差がございます。中１のときには、岡山県の学力調査、４教科で申します

と、それを１教科当たりに割り戻しをすると、０．２ポイント、県の平均を上回っておりまし

た。しかしながら、０．２ポイントということは、まさに大体中ぐらいの成績にいたということ

だと思います。それが今回のように県との差が４．９ポンイトに広がったと、つまり４教科です

が、０．２ポイント上回っていたのが４．７ポイント上昇した、ここのところが大変教育として

価値があることだろうと考えております。 

 ですから、野球のチームに例えますと当然その年々によって高い能力の子供が集まっていて、

場合によったらもう県大会優勝を狙える、またはちょっとこれ地区大会まで突破を目指そうと

か、いろんなチーム状況、チームづくりで、ことしはそういう状況の子供が順調に、学校もしっ

かり伸ばしてくれたと。ですから、そのチーム状況のこともございますので、どれだけ今の状況

の子供たちを伸ばしていけるかというところを一番大切にしたいと思っております。 

○橋本委員 今度は教育長にお尋ねしたいんですが、中学生の部は大変成績がよかったと、それ

に比較すると小学生の部がいま少しだったんじゃないかなと、この成績を見ますと。今後、やは

り特に小学生に一生懸命力を注いでもらいたいなと思うんですが、その中でやはり家庭学習の時

間、それから娯楽、テレビやゲーム、あるいはスマホ、そういったものに費やす時間、そういっ

たものの調査を見ますと、特に小学生は相当全国平均よりも家庭学習の時間が少ないと、それか

ら娯楽に費やす時間が多いというような結果が出ておるやに思います。そういったところに、こ

の前一般質問でただしたんですが、子供の自主的なものを待つよりも、やはり教育委員会がある

程度、指令を出して、各学校間でいろいろなメディアコントロールというんですか、そういう規

制も必要なんじゃないかと思えるんですが、まだ考え方は余り変わりませんでしょうか。 

○小林教育長 ありがとうございます。 

 まず、小学生の学力についてですが、子供が質が毎年変わるということで、課長の申したとお

りなんですが、それでも傾向としては年々、県、国との差は縮まっていて、岡山県全体もそうで

すが、小学生についてはほとんど全国のトップと最下位までの差がぐっと縮まっておりますの

で、物すごく低いというふうには考えておらず、ほぼ平均程度のところにはいるかなと思ってい

るところですが、まず御指摘の一つ目は家庭学習の時間についてですが、先ほど配付した資料で

見ていただきますと１時間以上学習する子供の割合っていうのは、備前市の子供は全国に比べて

多いです。 

○橋本委員 違うんです。１時間以上２時間より少ない、少ない順番に並べとんです。 

○小林教育長 多い順番に前から並んでいるので、小学生につきましては学年掛ける１０分程度

を家庭学習の目安にしましょうというふうに、ほぼどこの学校もそのように１時間、だからプラ

ス１０分間の読書ぐらいが目安かなというようなのが、先生方にはほぼレベルとしてあるので、

例えば小学校６年生の子供だったら６年生掛ける１０分で６０分、１時間程度の学習プラス読書

ができる、子供の家庭に帰ってのリズムから考えて、そのぐらいかなということで、もともと中

学受験とかする子供は塾に行くとか、毎日平均ですから、１日２時間以上帰って勉強するってい
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うのは相当な量なので、通常の普通の暮らしのリズムとしては１時間以上は必ずしてほしいなと

いうふうに指導はしているんだろうと思いますから、そうすると割と１時間以上をしているとい

うふうにコンスタントに答えている子供は、岡山県の子供は全国に比べて多いというふうに、学

習についてはそんなにひどく少ないとは思っていませんが、委員さん御指摘のとおり、やはりテ

レビとかゲームとか、それはもう明らかに多いと思います。 

 市全体で、教育委員会から規制をかけたらどうですかという御提案でございますが、一般質問

でも申し上げたように、今学校側から備前市の中では養護教諭を中心として全市、メディアコン

トロールについてのどのぐらいを目安に、どういうふうに子供たちにおろし、やると、うまく家

庭の中のリズムが整うかという研究を始めておりますので、こちらから一括で数字だけ上げてこ

ういうふうになりますよというよりも、学校現場の実態をそれぞれの学校が分析して、そのため

にどういう方法がとれるかということを先生方が真剣に議論し、それを子供たちや家庭とともに

検討しながら、私たちはこういうふうにやろうというふうに、やはりなぜそのことが必要なのか

という学びと合わせて、心からそういうふうにしたいよなっていうものが沸き上がってくる、や

はりそれが一番の規制の力になるのではないかと思いますので、その研究を待って支援をする、

そのような形でいきたいなということを考えておるところです。 

○鵜川委員長 ほかの委員さんで質疑はありませんか。 

○森本委員 不登校のことなんですけれども、不登校になったら担任の先生が訪問って言われて

いたんですけれども、毎回不登校になられたお家へ担任の先生が必ず訪問されるんですか、それ

とも別の方が行かれるんでしょうか。 

○小郷学校教育課長 その子供が会って一番ストレスのない先生が行く、基本的にはもう担任が

中心になりますけれども、例えば男の先生が担任で、女の子がもし不登校であるならば、ちょっ

と女性の先生に行っていただくとか、そういうやはり細かい配慮で、誰が行くのが子供にとって

一番いいのか、そういう観点で学校は考えております。 

○森本委員 そうしたら先生はどれぐらいの割合で訪問されるんですか。毎日、それこそ定期的

に通われるのか、多分お忙しいでしょうから時間を見つけてとかあると思うんですけれども。 

○小郷学校教育課長 これはちょっとお答えしづらいところなんですが、子供の不登校の状況に

よってまちまちな頻度であるということです。会うことさえもなかなか大変なひきこもりの状況

になっている場合、場合によってはもう２週間に一度とか、そういうふうな頻度になりましょう

し、また子供には会わないけど保護者と面談をするとか、ただ会える場合は、もう先生の許す限

り、例えば１週間に２回とか、そういうペースで行っております。 

○森本委員 そうしたら、学年をまたぐ場合がありますよね。１年で不登校が解消すればいいん

ですけれども、そのとき担任の先生がかわった場合とかも続けてずっと訪問されている先生が引

き継いで、学年を変わっても行かれるわけですか。 

○小郷学校教育課長 新しい年度で担任がかわった場合、当然担任の先生と前に家庭訪問してい

た先生が一緒に家庭訪問をして、それで人間関係をゼロからつくっていくとか、そういう形で、
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やはり新しい担任が中心になるように、学校では配慮しながら円滑に移行していっております。 

○鵜川委員長 ほかにございませんか。 

○石原委員 幼稚園保育料の件ですが、これは国の制度変更に伴うということですけれども、素

朴な疑問なんですけど、兄姉が小学校４年生以上だったら減免はないんですか。 

○小郷学校教育課長 これは国におきまして、保育料と幼稚園の使用料の関係が出てまいりま

す。保育園の場合、ゼロ歳から５歳までの５年間。実は、幼稚園のほうも年少から考えて３、

４、５、それから小１、２、３と、この６年間の期間で保育園のほうと同一の期間で考えていく

と。ですから、おっしゃられるように例えば小学校５年生がいる、４年生がいる、その場合はこ

の６年間の期間から外れておりますので、対象とはなり得ません。 

○石原委員 それから、不登校のきっかけとなった状況の中で、要因もさまざまで複雑なんでし

ょうけれども、小学生の中で進路に係る不安でお一人が不登校ということで、小学生で進路に係

る不安というたらどういうようものでしょうか。 

○小郷学校教育課長 細かいケースについての具体的には承知していないんですが、一般論で申

し上げますと、例えばこれから漠然と自分がどうなるんだろうかといったような不安、それから

または場合によったら中学受験、そういったようなところが考えられるところであります。 

○石原委員 それから、学力のほうで、学力テストの結果が低ければ低いで市民の方がいろいろ

とおっしゃるし、急に今回のように上がれば上がったでいろんな御意見お伺いするんですけれど

も、ある中学生の保護者の方からお聞きしましたのが、進級後、しばらく中学校のほうで学力テ

ストに向けての模擬テストじゃないですけど、学力テストの練習、それを今年度はしっかりされ

たように保護者の方は捉えておられたんですけど、そういう特別な取り組みは直前にされたんで

しょうか。 

○小郷学校教育課長 これにつきましては、例えば岡山県教育委員会自体が全国学力テストを受

ける前段階の小５と中２に県の確かめテスト、これは学力調査のような問題を解くような問題に

なっています。その結果は返ってきまして、特に間違いの多かったような問題をやはり積み残し

がないようにということで、当然３学期から４月の上旬に学校は取り組んでおります。 

○石原委員 それから、不登校の関係で、知人に心理カウンセラーをされている方がおられて、

その方は企業へも出向いて、企業でも今割と若い世代の従業員さんの中で、学校でいう不登校、

出社拒否ですか、長期休暇、休職に至ったりというケースもあって、企業へ出向いてカウンセリ

ング等をされている方がおられます。学校でも不登校に関することでカウンセリング、そういう

心理学的な立場から協力できるような形はないのかなということで、先日取り上げたような一つ

の外部支援のような形になると思うんですけども、担任の先生、教職員等の対応に加えて、そう

いう外部から専門のカウンラー導入とかというようなお考えはどうなんでしょうか。 

○小郷学校教育課長 今現在、中学校５校、全校にスクールカウンセラーを県の派遣で配置して

いただいています。それから、小学校も今２校、そのスクールカウンセラーの配置をしておりま

す。それから、備前市におきまして市独自で臨床心理士、スクールカウンセラーを、これ週１回
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程度ですけれども、雇用して不登校の子供の対応に当たっていただいているところです。 

○鵜川委員長 ほかに御質疑があれば。 

○星野副委員長 保育料の減免拡充についてですが、子育て世代にとって負担軽減は大いに歓迎

されるべきものだと思います。注１に、希望者のみということになっています。期間も短いの

で、周知を徹底していただきたいのと期限が１０月３１日となっていますが、これを過ぎた場合

はどうなるんでしょうか。 

○小郷学校教育課長 まず、これにつきましては申請制と言いながら、もう全員漏れがないよう

にということを前提にしております。それが前提で文書を配るだけではなくて、園長先生のほう

からも、極論をいうとあなたは対象になるよといったような感じで、しっかり漏れがないように

していこうというように思っております。 

期限を過ぎた場合は、申請があった時点から減免をされると、ですから例えば１１月に申請

がおくれて出てきたら、その１１月からになるということでございます。ただ、我々はそういう

ことがないようにということで、漏れがないようにしてまいります。 

○星野副委員長 よろしくお願いします。 

○鵜川委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、報告事項を終わります。 

************************* 所管事務調査（教育委員会関係） ************************** 

 次に、所管事務調査に入ります。 

 希望される委員の方の御発言を許可いたします。 

○橋本委員 教育用のタブレット端末導入で、ウィンドウズに限らずｉＯＳも併用して組み込む

んだと、私はあまり詳しくないんですけれども、それらの企画提案を先週末に締め切ったと。当

初予算で措置されたこれが、現在もう９月半ばということを考えると、一体全体何をしょうった

んだろうかなというふうに思います、率直なところ。それで、これから仕様が決定して、それら

に対して導入されるのが、少なくとも３カ月ぐらいかかるんだという一般質問での御答弁でし

た。そうなると、この２学期中にはまず不可能じゃないかなと、そうなると３学期になってから

の貸与ということになるんであれば、私はもう予算は今年度でええですから、児童・生徒に対す

る貸与は、もう際のいいところで来年度、来年４月の入学式等々の後にされたらいかがかなとい

うふうに思います。教育委員会はどういうふうなスケジュールで臨まれようとされておるのか、

お尋ねをいたします。 

○末長教育次長 タブレットが学校現場におきまして教材として使用できるのは、もう今は遅き

に失しているということなんですけども、できる限り切りがいいときとかというんじゃなしに、

入ったときにやらせていただこうと考えております。と申しますのも、あくまで授業を楽しくす

るための教材、興味深い授業をやっていくための教材になりますので、いろいろなものが提供さ

れますし、それから教師としてもいろいろ工夫をされるということになります。当然、試行錯誤
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というものも生まれてまいりますので、できるだけ入ったらすぐにでも使っていただきたいと考

えております。 

○橋本委員 確かに今の中学校の３年生以外のことを考えたら、今年度の３学期にそれらの貸与

を受ける、また翌年度もそれを使用するということで継続的に使えるんですけれども、少なくと

も来年の３月で卒業していく今の中学校の３年生は、３学期になってそんなもんが来て、それで

高校受験で忙しいさなかに、それを十分活用するかどうかわからんような格好でもう卒業してし

まうということになると、私は非常にもったいないなという気がします。それよりもいっそのこ

と、もう全員が、それまで十分指導者、教員は一生懸命勉強して、来年の４月以降、４月の初め

の段階に貸与をすべきじゃないかなと思うんです。ほかの委員さんの意見も聞いてほしいんです

けれども、いつでも時期は構わずに、来たらはいどうぞと渡すという姿勢はちょっと理解しがた

いんですけど。 

○末長教育次長 特に、中学３年生、また小学校６年生についてですが、できるだけ早い時期

に、全部がそろって納入ということが無理なのであれば、その学年の生徒にはできるだけ早い時

期にいくようにということも仕様の中には入れさせていただいております。 

○橋本委員 そうなると、その中３と小６に関しては、この２学期中ぐらいにもう貸与という格

好になりそうなんですか。 

○末長教育次長 これからプレゼンで確認させていただきたいのですが、こちらはそのように希

望を持っております。 

○星野副委員長 決まりつつあったＯＳが白紙に戻りまして、本来計上された予算に含まれてい

た充電器つき保管庫、これは別発注になっているという答弁があったんですけど、教育委員会が

右往左往している、情報はおりてこない、現場はかなり混乱していると思うんです。混乱してい

るって言っていましたし、一回白紙に戻して、これからの半年間は教員への研修とか周知の期間

にして、先ほど橋本委員が言われたように生徒には来年度から導入というのをもう一度考え直し

たほうがいいんじゃないかと思います。 

○末長教育次長 学校現場からは、情報部会を通しまして御意見をいただいております。その御

意見に沿うべく、我々全力を尽くしているつもりであります。 

○星野副委員長 情報部会から話が行っているというのはわかるんですけど、いつ導入されるか

っていうのが、まだ明確になってないわけです、計画がどうなるのか。そんな中でいきなりぽん

って入れられても、３学期に導入してもそんなに使える暇がないじゃろうと田原議員が言われて

いましたけど、やは現場は混乱すると思うんです。 

○末長教育次長 決定されましたら、納入されるまでの期間に学校並びに保護者に説明をさせて

いただきたいと考えております。 

○鵜川委員長 ほかにタブレット関係で関連事項ありますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、その他。 
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○守井委員 学校地域支援本部についてですが、この間、議会報告会の中でお話があったんです

が、市内各学校でできておる中で日生、吉永にはないんだというようなことで報告させてもらっ

たんですが、その理由を問われました。答えにはなっているか、わからないんですけれども、お

答えしましたけれども、教育委員会としてはどうお考えか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○田原生涯学習課長 先般の委員会でも御質問があり説明させてはいただいたんですが、吉永、

日生については学校地域支援本部というのが今現在ございません。これは学校に訪問させていた

だいてお願いもしているんですが、ただ現在日生、吉永のほうでは別のメニュー事業で学校教育

課の事業ですが、放課後学習サポート事業、ホリデーわくわく事業という地域の人材を活用した

サポート事業を既に実施されております。そういった中で、わざにその学校地域支援本部という

実行委員会を立ち上げるようなことをしなくても、既に地域との連携がうまくいっているという

お話も聞いております。そういった中で、その時点ではまだ取り組みを見合わせているというふ

うにお伺いしております。 

 また、教育委員会では各学校において置かれている地域連携担当職員という方がございます。

そういった方にも学校地域支援本部のリーダー研修といったものに参加していただいて、その事

業のメリットであるとか、多少事務的に負担がかかる部分もありますので、そのあたりをよく理

解した上で、この事業に取り組むかどうかというのを判断していただいて、できるだけそういっ

た先生がかわっても制度を導入していれば、地域との連携が図れるような形で考えております。 

 また、学校のほうからは地域のコーディネーター、学校地域支援本部では地域と学校をつなぐ

コーディネーターという方が必要なんですが、こういった地域コーディネーターとなり得る人材

を見つけるのにちょっと苦慮されているという話は聞いておりますので、そのあたりでもサポー

トしていけたらと考えております。 

○守井委員 日生と吉永は同じような条件なんですかね。事情が多少違うんじゃないかと認識し

ておるんですけれども。具体的にこの事業を日生ではやっている、吉永ではこの事業をやってい

るから立ち上がってないということではないんかなと思っているんですが、いかがでしょうか。 

○田原生涯学習課長 日生ではホリデーわくわく事業も実施されておりますし、地域との連携と

いうことで漁業組合とか、そういった地域企業との取り組みです。そういったものもされており

ます。また、吉永では南方地区では登校の見守りであるとか、そういったことも実施されており

ますし、毎週木曜日の放課後に木曜授業として年間２０回程度、それと長期休業中にも１０回程

度の学力アップに向けてのサポート事業を地域の方々の支援をいただきながら実施しているとい

うことは伺っております。 

〔「日生は補充学習をしてない」と呼ぶ者あり〕 

 済みません、日生では補充学習はされてないということです。 

〔「ホリデーわくわくはやっとるわけですか」と呼ぶ者あり〕 

 ホリデーわくわく事業は実施してないということです。日生では地域との連携ということで、

先ほど申し上げました漁業組合とか、積極的にそういったところの体験学習を中心にやられてお
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ります。 

○鵜川委員長 委員長を交代して質問させてください。 

              〔委員長交代〕 

○星野副委員長 委員長が委員としての発言を希望されておりますので、委員長を交代いたしま

す。 

○鵜川委員長 私も守井委員が言われたように吉永の議会報告会で議題となった学力向上につい

て質問をさせていただきます。 

 教育長ももう既に本会議で学力向上については、こういった地域本部事業を取り入れて、ある

いはまなび塾もあわせてやった成果があらわれているんだろうというようなことをおっしゃって

いましたが、吉永地域の方の御質問の意図は、学力向上について何も取り組んでないということ

を、報告会での言い方にも問題があったのかもしれませんが、吉永は何もしてないんじゃないん

かというようなことに対して、やっとるがなということを言われました。これはやはり教育長も

学校地域支援本部に限らず、例えばそういった民間の方のこういう取り組みをやっておられた

ら、その一言を、やはり学力向上の取り組みという観点から御報告もしていただきたかったと私

は思うんです。そうすれば、その地域の方も我々も一生懸命頑張っとんじゃということが自分で

思われていると思うんで、その点ちょっと教育長にお伺いしますが、そういった報告というもの

は、その地域へ具体的にこういう取り組みをやっているという、学力向上の観点から、そういう

ようなことは報告をしたらどうかと思うんですけども、いかがでしょうか。 

○小林教育長 済みません、学校地域支援本部につきましては、もともと発祥が地域とのつなが

りが薄くなったという学校の現状から、もっともっと地域に開かれて、地域との関係を密にしな

さいというようなことで国から県におりて、その事業が始まったものですから、もともと地域に

密着している学校にとっては余り必要感がない、もうそんなのをしなくても地域の人がいっぱい

学校に来てくれる。ミシンをするというたら来てくれるし、見守りなんか県や国が言う前から、

昔からしょうったよ、何で今さらそんなもんをやらんといけんのんと。学校側からいうと、ある

いは地域の方からしても、伝統的にカキもやっとる、お獅子舞も教えてもらいよるし、もうほと

んど毎日学校に地域の方が入っとるよと、そういうふうなところもたくさんあって、それからそ

うじゃなくて何か開催しないとなかなか地域との関係が形として実っていかないというような、

そういう傾向の中で選択をして、そういうものを入れたほうが地域の方に入っていただきやすい

と、そういう特殊性のある学校と、そんなんやらなくっても十分地域と関係ができているんだと

いう学校があったと、その中で備前中学校を一番に、備前市の中では少しずつふえていったと。 

 だから、今でも学校によったら、先ほど吉永とか三石が、何でうちんところしてないじゃなく

て、そういうことをするまでもなく密着していますよという前提がもともとあったんだろうと思

います。なかったところに新しく立ち上がった、あるいはあったけどもそれを形にしたというの

が学校地域支援本部ですから、そういうものを含めて当地域の方の力をおかりしてというふうな

表現をさせてもらったかと思うんですが、地域支援本部だけが、やはり学校への支援ではなくっ



- 16 - 

て、ＰＴＡの活動というのもあろうし、それから個人的に団体、漁協さんとか農協さんとか、い

ろんなところとつながりもあると思います。ですから、形だけではないので、説明が地域支援本

部というふうに限定して報告会をされると、うちだけどうしてないんだろうというふうなことに

なったんだろうと思いますが、ないのではなくって、地域との関係が十分にもしかしたらできて

いて必要感は薄かったと、そういうことかもしれません。 

 本当に委員長さんおっしゃるとおり、これが功を奏したということは当然なくって、いろんな

ものが複合して、子供たちの力になっているし、学力に限らず、子供をトータルで育てる、たく

さんの経験をしながら心を育てていく、不登校もそうですけれども、そういった多くの支援を地

域の方に十分いただいているというふうに思っておりますので、機会がありましたらまたそうい

うふうなことも説明させていただくようにします。 

○鵜川委員長 ということは、この学校支援事業本部は、市がやっている事業と解釈してよろし

いんでしょうか。 

○小林教育長 市ではありません。県の事業を受けてのものでございます。 

○鵜川委員長 県の事業で、恐らくこれは取り組んでいる自治体もあろうし、ないかもしれませ

ん。そこまで私も把握していませんけれども、学校サポート事業でわくわくホリデー事業は、こ

れは国ですか。国で、これも県ですか。 

○小郷学校教育課長 これは県教育委員会の事業です。 

○鵜川委員長 わかりました、よろしいです。 

○星野副委員長 委員長の職を交代いたします。 

              〔委員長交代〕 

○鵜川委員長 ほかに御質疑は。 

○橋本委員 ただいまの議論を聞いとって、教育長のような考え方だったら、さっき生涯学習課

長が吉永町にもぜひ地域支援本部をつくってほしいという依頼をした、あるいはお願いをしょう

りますという言葉と全くかけ離れた答弁なんです。その必要性がないんであれば、そんな要請を

する必要もないんです。 

 確かに吉永の場合は、県事業のわくわくホリデーで放課後学習なんかもやっています。それ

で、登下校の見守りもやっとんかもわかりません。だから、その必要性が薄いとは私も思うんで

すけれども、日生中の場合なんかは、さっき生涯学習課長も混乱しとってわからなんだんですけ

れども、わくわくホリデーも何もやっていません。ただ、学校で独自の補充授業を対象学年限定

でやりょうるという話は聞きました。ただ、こういう中でしきりに今学力向上が叫ばれる中で、

そういったものもあったほうがいいというふうに思うのは、保護者も地域の人間もそうなんで

す。実は、西小学校は以前からいろんな方面で地域の密着した授業をやりよりましたけれども、

今年度、この４月から地域本部ができました。東小の学区もできました。そのようにやはり系統

立ってやるということが、私は必要なんだから、今後とも吉永中も日生中もできるだけできるよ

うに、私は教育委員会のほうで努力をしてほしいなと思います。 
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 以上です。 

○小林教育長 わくわくも放課後もサポートも、それから地域支援本部も、全て本当に県の事業

でお金もおろしていただいております。誤解があったら申しわけありませんが、支援事業をやっ

てないから地域との関係がない、やってもらってないかということについて、誤解があってはい

けないので十分できておりますと、そのことは御理解いただいて、委員さんおっしゃったように

県のほうも積極的にそういう事業を活用してくれということで始めているものですから、吉永、

日生につきましても生涯学習課長が申し上げたように、こういうことができますよということ

で、推進をする手伝いは、支援はもちろん続けてまいりたいと思っております。 

○小郷学校教育課長 石原委員さん、星野副委員長さんに対する説明で２点訂正をお願いいたし

ます。 

 まず、石原委員のほうにスクールカウンセラーの説明をいたしましたけれども、今現在の小学

校の配置は１校ではなく２校でございます。 

 それから、星野副委員長から幼稚園の保育料の減免について、この期限を過ぎたらという御質

問をいただきました。これは申請があった時点から減免をされると、ですから例えば１１月に申

請がおくれて出てきたら、その１１月からになるということでございます。ただ、我々はそうい

うことがないようにということで、漏れがないようにしてまいります。 

○鵜川委員長 ほかにはございませんか。 

○守井委員 耐震化工事にあわせて空調工事をやっていくことになっとるようですけれども、耐

震化工事、既にできておる学校についてのその後を教えていただいて、できれば一緒に来年度で

も、２７年度までということなんで、要望していただくといいかなと思うんですが。 

○末長教育次長 学校教室のエアコン化ということだと理解しまして、まず２７年度耐震工事を

する際には、当然考えてまいりますが、そのほかの学校、もう既に耐震化も終わってしまってい

るというような学校につきましては、２７年度に全体を通しての実施計画というものをつくるた

めの委託というものをしたいかと考えております。 

○守井委員 今やってないところはどこどこですかね。耐震化、やってないという意味は耐震化

工事をやってないというか、耐震化工事にあわせてエアコンをするというようなことでしょう。

じゃから、その耐震化が既にできた学校については配備しないというようなことになっていると

聞いておるんですけれども。耐震化はもう既に済んだという、このたびの耐震化工事をこの２年

ほどで計画している校舎じゃなくて、それ以前に既に５５年以降に建築されたものについては対

象外というようなことではということです。 

○末長教育次長 一応、本年の耐震化工事が小学校で４校、中学校で１校やっておりますので、

それ以外のものが全てということになります。その中で来年度、耐震化を実施するところはその

工事の際にエアコン化というものも考えていく、それ以外のところについては今計画がございま

せんので、早急に実施の設計を始めたいということでございます。 

○鵜川委員長 ほかに。 
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              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

ないようですので、所管事務調査を終わります。 

 以上で厚生文教委員会のうち教育委員会関係の審査を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

              午前１０時４５分 休憩 

              午前１１時２１分 再開 

○鵜川委員長 それでは、引き続き厚生文教委員会を再開をいたします。 

************************* 議案第64号の審査 ************************** 

 議案第６４号備前市小児医療費給付条例等の一部を改正する条例の制定についての審査を行い

ます。 

 議案書の１ページをお開きください。 

 議案全体で御質疑ございませんか。 

 ないですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、議案第６４号についての質疑を終結してよろしいか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第６４号についての質疑を終結いたします。 

 これより議案第６４号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第６４号は原案のとおり可決されました。 

 以上で議案第６４号の審査を終了いたします。 

************************* 議案第66号の審査 ************************** 

 次に、議案第６６号備前市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定

についての審査を行います。 

 議案書の９ページをお開きください。９ページから１５ページの第１章総則についての御質疑

はございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１５から１６ページの第２章家庭的保育事業から１６から１９ページの第３章小規模保

育事業について、御質疑ございませんでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１９ページから２４ページの第４章居宅訪問型保育事業、第５章事業所内保育事業、第

６章雑則まで、御質疑ございませんでしょうか。 

○星野副委員長 １９ページ、第３５条の２項、これ小規模保育事業Ｃ型の分ですが、家庭的保

育者というのは具体的にどのような方を指すのか、お教えください。 
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○今脇こども課長 家庭的保育につきましては、主に３歳までの乳幼児を対象としております。

この家庭的保育事業そのものは、定員としては保育者１人に対し３人の子供を見るということ

で、保育補助者がおれば５人まで見れるということでございます。家庭的という名前の由来とい

いますか、施設なんですけども、これは保育者の自宅またはアパート、またはマンションという

ところの１室というふうになっております。保育時間は平日で８時間、延長もありというような

形のものを家庭的保育事業というふうに定義づけられております。 

○星野副委員長 これＡ型が資格保有者、たしか１００％、Ｂ型で５０％、Ｃ型はこれの資格保

有者がゼロでも構わないということですが、資格を持ってない人で対応することで問題は出てこ

ないんでしょうか。 

○今脇こども課長 これはせんだっての質疑のときに川崎議員さんからの御質問であったときに

お答えがあったかと思うんですが、詳細につきましてはまたこれから施行規則のほうでうたって

いくわけなんですが、現在の備前市が施設型保育で見ている幼稚園から保育園、それから認定こ

ども園ですけども、この形のレベルから落とすつもりはないというようなことで、お答えをして

いると思います。備前市ではそういう資格を持った人でいこうかなと考えています。 

○星野副委員長 確認で具体的に何％ぐらいの方を資格保有者にしようと考えているんですか、

特にＣ型についてですが。 

○今脇こども課長 詳細につきまして、これから施行規則の中で議論していこうと思っておりま

す。基本的にはこの定員が６人以上１９人以下ということですので、基本は保育士ということ

で、その後保育士と同等の知識や技術を持つ家庭的保育士となる人を市で認定するわけですけど

も、この際には講義を聞いていただいたり、実習で研修を受けていただくということになるわけ

です。パーセントそのものまでは煮詰まってはいないんですが、基本的には今の保育の安全・安

心のレベルが下がらないように持っていきたいなと思っております。 

○鵜川委員長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、議案第６６号全体で御質疑ございませんでしょうか。 

○星野副委員長 この条例制定で調理義務、連携施設とか同一法人、関連法人に委託、搬入する

ことができるようになってますが、これアレルギー対応とかも十分とられるんでしょうか。 

○今脇こども課長 基本的に現行のものより下げるつもりはありませんので、そのあたりはきっ

ちり対応していきたいと思っております。 

○鵜川委員長 ほかに御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、議案第６６号についての質疑を終結してよろしいか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第６６号についての質疑を終結いたします。 

 これより議案第６６号を採決いたします。 
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 本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第６６号は原案のとおり可決されました。 

 以上で議案第６６号の審査を終了いたします。 

************************* 議案第67号の審査 ************************** 

 次に、議案第６７号備前市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の制定についての審査を行います。 

 議案書の２５ページをお開きください。 

 ページ数で２６ページの第１章総則についての御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２６ページから３６ページの第２章特定教育・保育施設の運営に関する基準について御

質疑ございませんでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、３７ページから４３ページの第３章特定地域型保育事業の運営に関する基準について御

質疑ございませんでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、４３ページから４５ページの第４章雑則について御質疑ございませんでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 議案第６７号全体で御質疑ございませんでしょうか。 

○星野副委員長 もし、この条例じゃなかったら済みません。多分この条例がカバーする分野だ

と思うんで、質問させていただきます。 

 現在、こども園は形式的に園長、副園長という体制をとっていますが、実際は幼稚園部、保育

園部、それぞれに園長が存在すると思います。今回の法律改正で、たしか１人体制になるんじゃ

ないかったかと思うんですが、職員の給料体系とかには支障は出てこないんでしょうか。 

○今脇こども課長 この法律にかかわらず、現行の認定こども園については過渡期にありますの

で、将来的には施設長１人、副施設長１人ということで、こども園としては園長、副園長と今は

なってますけども、ここへ幼稚園から、あるいは保育園からというふうにいってますが、こうい

う枠がだんだん取っ払われてくるんだろうと思います。そういう中で、例えば副園長になるとこ

ろですけども、そこにつく方の給与がどうなっているかということだけであって、特段この法令

で云々というのはないかなというふうに思います。 

○鵜川委員長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、議案第６７号についての質疑を終結してよろしいか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第６７号についての質疑を終結いたします。 
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 これより議案第６７号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第６７号は原案のとおり可決されました。 

 以上で議案第６７号の審査を終了いたします。 

************************* 議案第68号の審査 ************************** 

 次に、議案第６８号備前市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定についての審査を行います。 

 議案書の４６ページから５２ページをお開きください。 

 この議案は全体で審議をいたします。全体で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、議案第６８号についての質疑を終結してよろしいか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第６８号についての質疑を終結いたします。 

 これより議案第６８号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第６８号は原案のとおり可決されました。 

 以上で議案第６８号の審査を終了いたします。 

************************* 議案第70号の審査 ************************** 

 次に、議案第７０号平成２６年度備前市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

ての審査を行います。 

 別冊の補正予算（第１号）をごらんください。 

 ８から９ページの歳入についての御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１０ページから１１ページの歳出について御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 歳入歳出全体で御質疑漏れはございませんか。あれば御発言を願います。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、議案第７０号についての質疑を終結してよろしいか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第７０号についての質疑を終結いたします。 

 これより議案第７０号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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 御異議なしと認めます。よって、議案第７０号は原案のとおり可決されました。 

 以上で議案第７０号の審査を終了いたします。 

************************* 議案第73号の審査 ************************** 

 次に、議案第７３号平成２６年度備前市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）についての

審査を行います。 

 別冊の補正予算（第１号）をごらんください。 

 まず、１０ページから１１ページの介護保険事業勘定歳入について御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、同じく１２から１３ページの歳出について御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１８ページから２１ページの予防サービス事業勘定歳入と歳出、合わせて御質疑ござい

ませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、歳入歳出全体で御質疑漏れはございませんか。あれば御発言願います。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、議案第７３号についての質疑を終結してよろしいか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第７３号についての質疑を終結いたします。 

 これより議案第７３号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第７３号は原案のとおり可決されました。 

 以上で議案第７３号の審査を終了いたします。 

************************* 議案第79号の審査 ************************** 

 次に、議案第７９号平成２６年度備前市国民健康保険病院事業会計補正予算（第１号）につい

ての審査を行います。 

 別冊の補正予算（第１号）をごらんください。 

 １ページをお開きください。第１条、第２条、第３条で御質疑ございませんか。 

 なお、あわせて第２条関係で２５から２６ページをごらんください。この議案はもう全体で審

議をさせていただきます。 

 全体で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、議案第７９号についての質疑を終結してよろしいか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第７９号についての質疑を終結いたします。 
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 これより議案第７９号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第７９号は原案のとおり可決されました。 

 以上で議案第７９号の審査を終了いたします。 

************************* 議案第81号の審査 ************************** 

 次に、議案第８１号平成２５年度備前市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

ての審査を行います。 

 別冊の決算書をごらんください。 

 まず、２２４ページから２２７ページの歳入について、款国民健康保険税、同じく使用料及び

手数料、同じく国庫支出金で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２２８ページから２３３ページの款４療養給付費交付金、５前期高齢者交付金、７県支

出金、８共同事業交付金、９財産収入、１０繰入金で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 じゃあ次に、同じく款１１繰越金、１２諸収入、ページ数は２３２ページから２３５ページで

ございますが、御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 歳入全体で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、歳出に移ります。 

 歳出、２３６ページから２４３ページの款１総務費、２保険給付費で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２４２ページから２４７ページの款３後期高齢者支援金と４前期高齢者納付金と５老人

保健拠出金、６介護納付金、７共同事業拠出金、８保健事業費で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 じゃあ次に、２４６ページから２４９ページの款９基金積立金、１０公債費、１１諸支出金、

１２予備費で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、歳出全体で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 歳入歳出全体で御質疑漏れはありませんか。あれば御意見をいただきたいと思います。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、議案第８１号についての質疑を終結してよろしいか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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 御異議なしと認めます。よって、議案第８１号についての質疑を終結いたします。 

 これより議案第８１号を採決いたします。 

 本決算は認定することに御異議ございませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第８１号は認定されました。 

 以上で議案第８１号の審査を終了いたします。 

************************* 議案第89号の審査 ************************** 

 次に、議案第８９号平成２５年度備前市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いての審査を行います。 

 別冊の決算書をごらんください。 

 まず、３２８ページから３３１ページの歳入全体で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、３３２ページから３３５ページの歳出全体で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 歳入歳出全体で質疑漏れはありませんか。あれば御質疑願います。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、議案第８９号についての質疑を終結してよろしいか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第８９号についての質疑を終結いたします。 

 これより議案第８９号を採決いたします。 

 本決算は認定することに御異議ございませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第８９号は認定されました。 

 以上で議案第８９号の審査を終了いたします。 

************************* 議案第90号の審査 ************************** 

 次に、議案第９０号平成２５年度備前市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についての

審議を行います。 

 別冊の決算書をごらんください。 

 まず、３５２ページから３５９ページ、介護保険事業勘定の歳入全体で御質疑ございません

か。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、歳出に移ります。同じく介護保険事業勘定の３６０ページから３６５ページ、款１総務

費で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、３６４ページから３６７ページの款２保険給付費で御質疑ございませんか。 
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              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、３６６ページから３７１ページの款４地域支援事業費で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、３７０ページから３７５ページの款６基金積立金、７公債費、８諸支出金、１０予備費

で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、３７６ページから３７７ページの予防サービス事業勘定の歳入全体で御質疑ございませ

んか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、予防サービス事業勘定の歳出に移ります。３７８ページから３７９ページ、歳出全体で

御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、介護保険事業勘定、予防サービス事業勘定歳入歳出全体で御質疑漏れはございません

か。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、議案第９０号についての質疑を終結してよろしいか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第９０号についての質疑を終結いたします。 

 これより議案第９０号を採決いたします。 

 本決算は認定することに御異議ございませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第９０号は認定されました。 

 以上で議案第９０号の審査を終了いたします。 

************************* 議案第95号の審査 ************************** 

 次に、議案第９５号平成２５年度備前市墓園事業特別会計歳入歳出決算の認定についての審議

を行います。 

 別冊の決算書をごらんください。 

 まず、４６４ページから４６７ページの歳入全体で御質疑ございませんか。 

○守井委員 ４６５ページの市有墓地使用料です。永代使用料が入っていますけれども、何件で

しょうかね。 

○藤原環境課長 輿七郎谷霊苑が４区画であります。 

○鵜川委員長 ほかに御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、４６８ページから４６９ページの歳出全体で御質疑ございませんか。 

○橋本委員 この墓園事業なんですけれども、さきの市長のときから墓園に対しては相当な需要
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があると、適地を調査するんだするんだと言われもって何の進展もないんですが、平成２５年度

も具体的な調査というのはどうもやられてないみたいで、歳出にも全然入ってないんですが、一

体全体執行部のほうはどういうふうに思うておられるんですか。 

○藤原環境課長 市有墓地の適地でありますが、以前適地等を調査して推進するという中で、第

一番は地元の方の了承といいますか、周辺のいわゆる俗に言う印鑑が要るというようなところが

一番だということで、この２６年４月からも何件かのお問い合わせ等、それから以前からも調査

等もありましたので、何件かお話をする中で、やはり市営墓地の重要な２点、物すごく事業費が

かかって永代使用料等が非常に高くなるということと、市はもうけなくていいわけですけれど

も、あとその中で本当に今度お金をかけて調査をしたりする前に地域の方々の事前の調査等が必

要だというようなところで、今検討といいますか、地元、お話をいただいた方ともお話をしてい

る状況等もあります。 

○鵜川委員長 ほかにございませんか、よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、歳入歳出全体で御質疑漏れはございませんか。あれば御質疑願います。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、議案第９５号についての質疑を終結してよろしいか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第９５号についての質疑を終結いたします。 

 これより議案第９５号を採決いたします。 

 本決算は認定することに御異議ございませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第９５号は認定されました。 

 以上で議案第９５号の審査を終了します。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

              午前１１時５２分 休憩 

              午後 １時００分 再開 

○鵜川委員長 休憩前に引き続き委員会を再開をいたします。 

************************* 議案第97号の審査 ************************** 

 議案第９７号平成２５年度備前市国民健康保険病院事業会計決算の認定についての審査を行い

ます。 

 別冊の決算書をごらんください。 

 まず、１ページから２ページの収益的収入及び支出については、６６ページからの明細書によ

り進めてまいります。 

 なお、病院ごとの内訳は５２ページから５９ページに目単位で掲載されておりますので御参照

を願います。 



- 27 - 

 ではまず、収入から行います。 

 第１款病院事業収益、６６ページから６７ページ、そして第２款介護老人保健施設事業収益、

６７ページから６９ページで何ございませんか。 

○橋本委員 １ページの収益的収入及び支出の病院事業収益で第１項医業収益が、予算額が４５

億９，７００万円余りに対して、決算額が４３億６，２００万円と、予算額に比べて２億３，４

００万円余りのマイナスということでございます。この原因について、以前からよくインフルエ

ンザがはやった年は、この医業収益がどんと伸びて、インフルエンザが余り流行しないときには

少ないんだということでお聞きをしておるんですが、この２５年度はどうだったのか、わかれば

教えていただきたいと思います。 

○森脇病院総括事務長 予算に比べ、決算額では約２億３，０００万円のマイナスというふうに

なっております。この一つの原因は、備前病院における脳外科の医師の医局の人事によりまして

不在になったと、それから３病院ともでございますが、患者様の予定量に対して達しなかったと

いうことでございます。 

○橋本委員 ２点目の予定量よりも患者数が少なかった、その原因はどういうところにあると分

析しておられるのか、わかれば教えてください。患者が少ないというのはいいことなんですけ

ど、ほかの病院やほかの地域に流れとるということであれば、ゆゆしき問題です。 

○森脇病院総括事務長 予定量が少ないというのが、一つは予算の組み方に若干甘かった部分が

あろうかなという反省をしております。 

○鵜川委員長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、第３款訪問看護ステーション事業収益、６９ページから７０ページ、そして第４款特別

利益、７０ページで何かございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、支出に入ります。第１款病院事業費用、７１ページから７５ページ、そして第２款介護

老人保健施設事業費用、７５ページから７９ページでございませんでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、第３款訪問看護ステーション事業費用、７９ページから８２ページ、そして第４款特別

損失、８２ページで何かございませんでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、もとへ返りまして３ページから４ページ、４ページの資本的収入及び支出については８

７ページからの明細書により進めます。 

 まず、８７ページ、８８ページの資本的収入で何かございませんでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、８９ページ、９０ページの資本的支出で何かございませんでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 次に、損益計算書に入ります。 

 前に返っていただきまして５ページから１５ページで何かございませんでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、剰余金計算書及び剰余金処分計算書に入ります。 

 １６ページから１７ページで何かないでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に貸借対照表に入ります。 

 １８ページから３７ページで何かございませんでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、事業報告書に入ります。 

 まず、３８ページから４７ページ、１の概要の部分で何かございませんでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、４５ページから４７ページ、２の工事及び整備の状況で何かございませんでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、４８ページから６３ページ、３の業務で何かございませんでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では次に、６４ページから６５ページ、４の会計及び５のその他で何かございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では最後に、議案全体で質問漏れはないでしょうか。あれば質疑をお願いします。 

○立川委員 医業収益ということで本業を示す数字があるんですが、これが全体で８，３００万

円マイナスと、例えば変な話なんですが、１００円の治療を受けるのに病院側は１２０円出して

ると、この△は誰が埋めるでしょうか。 

○森脇病院総括事務長 この赤字部分については、やはり３病院プラスさつき苑ということで、

決算書ではさつき苑と３病院が同じ計上をされておりますが、ここの赤字部分についてはやはり

３病院で埋めていくことになろうかと思います。 

○立川委員 ３病院で埋められるという見込みはあるんでしょうか。 

○森脇病院総括事務長 この赤字部分については、やはり監査からも御指摘を受けておりまし

て、病院の機能、経営の効率化とか経営形態の見直し、経費削減を行いながら、その赤字部分を

少しずつでも補填していこうというふうに考えております。 

○立川委員 ありがとうございます。とはいいながらも、年々の未処分利益のところを見ますと

１４億７，０００万円ほど累計で剰余金がマイナスになっておりますね。病院全体では１０６億

円ぐらいの資本金になっているんですが、ざっと１５％ほどが未処分利益ということで、なかな

か今おっしゃったような経営努力だけではと思いますので、その辺分析されておると思いますの

で、改善対応点、ございましたら教えていただけたら助かります。決してツケを市民のほうに回

すんではないということをお聞かせいただいたらと思うんですが。医療は究極のサービス業と言
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われておりますので、必要なのは必要だと思うんですが、質の改善等々を含めて改善ポイントを

１つか２つ、教えてください。 

○森脇病院総括事務長 委員がおっしゃるとおり現在１４億円の累積赤字を３病院、そしてさつ

き苑で抱えております。そのうち１２億数千万円が備前病院の累積赤字ということになろうかと

思います。ただ、医療に関しては、やはり続けていかなければならないという大前提がございま

して、先ほど申しました経営努力、経営改善、これを病院全体が一丸となって今後取り組んでい

くべきだというふうに考えております。そういったことから、院長先生を初めお医者さんたちと

話し合いを今現在持っておりますが、それを改善の方向に向けた話し合いをしていこうというふ

うに思っております。 

 それと、やはり自治体病院が運営する病院といいますのが、少し御紹介いたしますとほとんど

が赤字でございます。この赤字があるから安心だという話ではないんですが、例えば倉敷市は２

９億円の赤字、玉野市は３０億円の赤字、笠岡市２３億円の赤字、井原が１２億円の累積赤字を

ほかの病院もございますが、それぞれ抱えております。そういったことから自治体病院の協議会

なんかで、こういった議論を重ねながら病院形態の見直し、経営の努力をしていこうというふう

に現在のところ考えております。 

○立川委員 くれぐれも市民の皆さんの医療ですから、前にもお話が出ましたですかね、救急と

かそういう医療対応も医療の質を上げていただいたらと思います。 

 もう一点、以前、日生病院のほうで医療事故の御報告がございました。もし差し支えなければ

その後談があれば教えていただけたらと思います。 

○森脇病院総括事務長 現在のところ、可能な範囲での状況を日生病院事務長から説明させてい

ただきます。 

○下林日生病院事務長 医療事故の件につきましては、７月の厚生委員会で御報告させていただ

きました。相手方からの損害賠償の請求があるということで、病院側としましても弁護士のほう

を依頼して対応を図りたいということで、今回の補正予算、先ほど可決いただきました補正予算

の中にも弁護士の費用ということで計上させていただいております。具体的には、まだ相手方と

の交渉がかなり進んだというようなことではございません。 

○立川委員 まだ了解はしてないんですね。結構です。まだ状況決まってないということ、確認

とれましたんで。 

○鵜川委員長 その他、御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、議案第９７号についての質疑を終結いたします。 

 これより議案第９７号を採決いたします。 

 本決算は認定することに御異議ございませんか。 
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              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第９７号は認定されました。 

 以上で議案第９７号の審査を終了いたします。 

 当委員会に付託された議案のうち、市民生活部、保健福祉部、病院関係の審査を終了いたしま

す。 

************************* 請願第1号の審査 ************************** 

 これより請願第１号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する請願の審査を行い

ます。 

 請願書をごらんください。 

 質疑等はございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、請願第１号についての質疑を終結してよろしいか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、請願第１号についての質疑を終結いたします。 

 これより請願第１号を採決いたします。 

 本請願は採択することに御異議ございませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、請願第１号は採択されました。 

 以上で請願第１号の審査を終了いたします。 

************************* 委員会発議案について ************************** 

 請願第１号が採択されましたので、請願事項である意見書を提出する必要があります。 

これより本会議に提出する意見書案について審査を行います。 

 本件につきましては、あらかじめ請願者より案文が添付されておりますので、お手元に配付を

いたしております。この意見書案についての御異議はございませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。それではそのようにいたします。 

 なお、提出先は請願事項にありますとおり衆参両議院議長及び内閣総理大臣、厚生労働大臣と

なります。 

 また、最終日に委員会発議として議長に提出すること、本会議では委員会を代表して委員長が

提案説明を行うことでよろしいか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのようにいたします。 

 以上で請願第１号の審査を終了いたします。 

************************* 報告事項（市民生活部・保健福祉部・市立病院関係） ************************** 

 次に、報告事項に入ります。 
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 順次報告を願います。 

○柴垣社会福祉課長 それでは、臨時給付金対策課のほうから臨時福祉給付金、子育て世帯臨時

特例給付金の受け付け状況について御報告いたします。 

 ７月２８日から受け付けを開始しました臨時給付金等ですが、申請書の送付数は臨時福祉給付

金が６，６００通、子育て世帯臨時特例給付金が１，９０６通で、合わせて８，５１６通でし

た。 

 受け付け開始後、９月５日時点で提出されました申請書は臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特

例給付金、合わせて４，５２７件と、現在約５割程度が提出をされております。 

 今後、「広報びぜん」等で提出忘れなどを皆様にお知らせをしていく予定でございます。 

 申請書は、受け付け後、審査をした後、書類が整いましたものは支払いの手続を進めまして、

１回目の振り込みを９月１２日に行いました。その額臨時福祉給付金が１，３０１件で２，３２

７万円、子育て世帯特例給付金は６１１件で１，０８８万円でした。 

 以上、臨時給付金対策課からの報告でした。 

○高見介護福祉課長 それでは、介護福祉課から損害賠償請求事件のその後の状況について御報

告いたします。 

 平成２５年１月に社会福祉法人岡山県視聴覚障害者協会、施設名でいいますと養護盲老人ホー

ム鶴海荘から措置費決定に係る損害賠償請求事件として提訴されております。 

 原告の主張は、鶴海荘は特別養護老人ホーム併設ではないので、単独の盲養護老人ホームの措

置費を支払えというものです。損害額は平成２５年１月時点では約２，６５０万円でありました

が、その後、平成２６年２月に損害額を約５年分、平成２１年から２５年の約１億２，５８０万

円支払えと変更されております。被告備前市の主張は、鶴海荘は特別養護老人ホームを併設する

施設である。措置費に誤りはないというものです。裁判官からは単独施設ではないという認識の

上で和解案も出されましたが、原告側が和解に応じられませんでした。 

 以上のことから現在まで計１２回、裁判所へ出廷し、双方の意見が出尽くしたということで、

次回９月２５日、結審の予定です。その後、判決日が決まるということになりますが、弁護士と

協議しながら対応してまいります。 

 また、状況等に変化があれば、その都度御報告させていただきます。 

○鵜川委員長 ほかに報告はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、ここまでの報告事項で質疑があればお受けをいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、報告事項を終わります。 

********************** 所管事務調査（市民生活部・保健福祉部・市立病院関係） *********************** 

 次に、所管事務調査に入ります。 

 希望される委員の発言を許可いたします。 
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○森本委員 医療費の無料化が中学生までとなっているんですけれども、昨年、２５年の入院、

通院別で小・中、乳幼児別で何人申請されてて、医療費がどれだけかかっているのかお知らせく

ださい。。 

○金光保健福祉部長 平成２５年度の小児医療の決算かと思います。決算につきましては恐らく

来月委員会があるかと思いますので、そのときにお答えさせてもらってもよろしいでしょうか。 

○森本委員 お願いします。 

○金光保健福祉部長 そうさせていただきます。 

○橋本委員 ごみの関係で、１点お尋ねをいたします。 

 さきの議会報告会のときに、旧備前市のある地区ではごみステーションがいまだに設置されて

ないところが散見されるということで質問がございました。私は、そのとき９種２３分別、資源

ごみのステーションを平成２７年度中に完全実施するようにしてあるから、それとあわせて一般

ごみの可燃ごみのごみステーションも設置できるように執行部が努力されるんじゃないだろうか

という答弁をしたんですが、ここら辺について執行部は一般ごみのステーション設置に関して御

努力をされよんのかどうか、いやもうそれともこんなものは置かなくってもパッカー車が走りな

がらごみを収集していく現在のスタイルですね、これをずっと踏襲するんだというふうに思われ

ておるのかどうか、その点についてわかったら教えてください。 

○藤原環境課長 資源物の回収ステーション、あるいはごみの回収の部分でも、この前の委員会

でお答えしたんですけれども、あわせて調整をとって進めております。 

○橋本委員 ということで、私は執行部の努力に期待しとんですが、特に片上地域なんかは割と

難しいんだと、ステーションをなかなか置かさせてくれないんだというようなことだったんです

けど、御努力をされよるというふうにはお伺いしとんですが、見通しはどんなんでしょうか。 

○藤原環境課長 こちらからの働きかけはもちろん、収集の中で、あと環境衛生指導員さんの会

合とかで、当然ごみの収集場所については私も１０年前、合併前ですか、係長としておりました

んですけれども、そのときにも合併しますんで極力推進をということで、伊部等も努力していた

だいた経緯を思い出すんですけれども、そういう役員さん等も通じまして、できる限り２６年度

中、頑張っていきたいと思います。 

○橋本委員 ぜひよろしくお願いします。 

○守井委員 この間の議会報告会でもちょっと質問があったんですが、いわゆる９種２３分別の

それぞれの品目です。例えば金属物とか、あるいは雑誌とか、いろいろなものが９種２３分別、

分かれると思うんです。質問は２点あるんですが、１点は備前市でやってる小型混合物の中に小

金属が含まれるんじゃないかということで、その小金属は本来金属物としてリサイクルできるも

のを埋め立てにしてるんじゃないかというのが１つの質問です。 

 それからもう一点は、９種２３分別で瓶とかいろんな資源物があると思うんです。いわゆる有

価物です。それぞれのものがどのように販売されて、売上金として上がってきてるようですけれ

ども、どのような形でそれぞれのところへ行っているか、その２点について、ちょっちお尋ねし
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たい。 

○藤原環境課長 私もこの４月から環境課に配属になりまして、実は自分でやってなかったん

で、地元で一生懸命、今自分でやっているところですけれども、今委員さん言われたのは粗大ご

みと粗大ごみじゃないものの中で、袋に入るものについては、小型混合物として袋に入れて出し

てくださいということでありますけれども、その他金属でも分解ということになったらまた難し

いと思うんですけれども、そこで行けれるものはそこでその他金属でいっていただくというよう

なことだと思います。ほかにもプラスチック、廃プラなんかはあるんですけれども、余り突き詰

めていくとどこへ行っていいのかちょっとわからなくなりますんで、燃えるごみで出すんだけれ

ども、廃プラということでリサイクルできるというマークがあれば、そっちへ入れてください。

それから、汚れているものについては燃えるごみでいいですよというようなところで、柔軟な対

応をしていただいたらいいんじゃないかなと、こうあわせてお話をしているようなところです。 

 有価物の関係につきましては、今度決算がございますで、そのときにお答えさせてもらっても

よろしいでしょうか。 

○守井委員 例えば瓶はどこ、新聞はどこと、一緒のところかもしれませんけれども、それぞれ

がどこへ受け取ってもらっているか、金額が返ってくるんだろうと思うんですけど、そういうも

のはどういう形になってるんかなという形で、ひとつお願いしたいと思います。 

 それから、いわゆる小型混合物の中に、いわゆる金属物で再利用できるものは分けて出すべき

じゃないんかというのが市民の意見なんで、そのあたりを今後どうされるか、検討してもらいた

いというのが趣旨なんです。 

○藤原環境課長 大筋のところは先ほど申し上げたような形での説明会とか、地元で説明という

ことになりますけれども、個々の件についてはより資源化が図られるということになれば、そこ

らあたりは検討していきたいと思います。 

○鵜川委員長 ほかにございませんか。 

○星野副委員長 婚活について、現状を教えてください。 

 何回開催されて、何組のカップルができたとか、そのあたり。 

○眞野市民協働課長 申しわけございません。まだ結婚が成立したというカップルはお聞きして

おりませんが、月１回縁結びの場と申しまして、結婚を希望する人たちが集まれる場を提供をし

たり、会うだけでは何ですので、いろいろ物をつくったり作業をしたりというような婚活の場を

設けている状況でございます。 

○星野副委員長 備前市在住の方が何割ぐらいなのか参加率をお教えください。 

○眞野市民協働課長 一応、毎月の設定のときには、地域制限を設けておりませんので、詳しく

備前市外で分けた数字が今手元にはございませんが、大体半数は超えていると思います。女性の

ほうが、地元ではなかなか行きにくいというような御意見も聞いておりまして、男性のほうは備

前市の方が多いように思います。 

○星野副委員長 今、ホームページを見ているんですが、市主催の出会いイベントはカップリン



- 34 - 

グを行っていませんので、イベントをきっかけにカップルになられた方については把握ができて

いませんと書いてあるんです。税金を投入して婚活パーティーをやっているのに、カップルにな

られた方は把握してないというのをここに堂々とホームページに載せるのはどうかと思うんです

が。個別にアンケートをとって、前回のイベントに参加されてどうですか、カップルになられま

したかみたいなことを個別に聞いたほうがいいんじゃないですか。 

○眞野市民協働課長 ホームページのほうは委員さんの御指摘もごもっともだと思いますので、

修正をしてまいりたいと思います。個別にはお聞きはしているんですけれども、カップリングっ

ていうのを行っていないということでございます。 

○石原委員 婚活に関して、真面目な意見なんですが、民放でＴＢＳさんかどっかで何月かに一

回かとは思うんですけれども、その町、その町で縁結びの婚活パーティーのようなものをされと

るのがあって、愛知県のある町なんかはその効果で何組でしたか、４組、５組ほど、１回のイベ

ントでカップルが誕生したというようなことで、市制１０周年でもありますし、橋もかかります

し、どういう働きかけが可能かわからんですけど、そういうようなテレビ放送もひとつお考え、

進めていく中で一つ検討いただいてもいいんじゃないかなと思うんですけど。 

○眞野市民協働課長 おっしゃっておられるのはナインティナインのお見合い大作戦のことかと

思います。これは１０周年の合併記念事業の一環として申し込みはしておりますが、テレビ局の

ほうから採択の返事がありませんので、ちょっと難しいかなと思っております。 

○石原委員 しっかりプッシュして、ぜひとも実現に向けて頑張っていただきたい。ありがとう

ございました。 

○鵜川委員長 その他、御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、所管事務調査を終わります。 

 以上で厚生文教委員会のうち、市民生活部、保健福祉部、病院関係の審査を終了いたします。 

 以上で厚生文教委員会を閉会といたします。 

 大変御苦労さまでした。 

              午後１時３５分 閉会 


